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ὕ Ⱳ χ ᴂτνΜοˢΣḻΜˣ 

 

Τϣ ễӾχ τέ ᵔρέẸ ϬⱣϤ ΤϣΣ ΰ ΫϘβʻ 

Ἕ πψʼϹϱЖжϱрϬϜρτὕ Ⱳχᶘ χ ᴂϬ ϛοΜϘβʻ 3 5 Ὦ

20 Τϣχ χ ᾠ τρϜσΜʼϹϱЖжϱрϬⱳχρΣϤ  ΰϘβʻέ

ᶎ χ ʼέẸ ϬϢϧΰΨΣḻΜΰϘβʻσΣʼ  ῇχ ᴂτνΜοψʼᶘ ͥ͝ˮ

ṛ ←ᵲ Ⱳχⱪ χԏΦ ΰχ Ϧ˯Ϭέᶎ ᴞήΜʻ 

 

１ 午前 6時の時点で熊野町に特別警報が発令されている場合，又は，「暴風」，

「大雨」，「洪水」，「大雪」，「暴風雪」の 5 つの警報のいずれか 1 つでも発令

されている場合，臨時休業とする。※ 波浪特別警報と高潮特別警報は除く。 

 

 

２ 災害発生の恐れがあり，午前 6 時の時点で熊野町にレベル４「避難指示」

が発令されている場合，自宅待機とし，午前１１時までにレベル４「避難指

示」が解除されない場合には，臨時休業とする。 

 

 

３ 警報が発令されていない場合でも，危険が予想されるときは，必要に応じ

て臨時休業又は，自宅待機の指示を「情報メール」（登録していない家庭には

電話）により児童の保護者に連絡する。 

※臨時休業又は自宅待機を決定した場合，町教育委員会より町内放送を行う。 

 ※熊野第二小学校では，レベル 3「高齢者等避難」でも臨時休校となる場合

がある。その時は，「情報メール」（登録していない家庭には電話）により

児童の保護者に連絡する。 

 

 

４ 自宅待機を解除し，登校させる場合，「情報メール」により児童の保護者に

連絡する。 


